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国民健康保険税率等の改定内容
改定後税率等
（平成25年度）

改定前税率等
（平成24年度）

前年中の基準総所得金額
×　4.58％

前年中の基準総所得金額
×　3.90％

土地、家屋の固定資産税
×　27.00％

土地、家屋の固定資産税
×　27.00％

加入者１人につき
22,600円

加入者１人につき
20,200円

１世帯につき
26,700円

１世帯につき
25,500円

前年中の基準総所得金額
×　1.35％

前年中の基準総所得金額
×　0.90％

土地、家屋の固定資産税
×　6.00％

土地、家屋の固定資産税
×　6.00％

加入者１人につき
5,400円

加入者１人につき
4,200円

１世帯につき
5,600円

１世帯につき
4,300円

前年中の基準総所得金額
×　1.50％

前年中の基準総所得金額
×　1.20％

土地、家屋の固定資産税
×　6.05％

土地、家屋の固定資産税
×　6.05％

加入者１人につき
6,700円

加入者１人につき
5,800円

１世帯につき
7,200円

１世帯につき
6,300円

51万円 51万円

14万円 14万円

12万円 12万円

①所得割

②資産割

③均等割

④平等割

賦課限度額

①所得割

②資産割

③均等割

④平等割

賦課限度額

①所得割

②資産割

③均等割

④平等割

賦課限度額

（
全
被
保
険
者
対
象
）

医
療
給
付
費
分

（
全
被
保
険
者
対
象
）

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

（
40
歳
〜
64
歳
対
象
）

介
護
納
付
金
分

※　１年間の国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれ①＋②＋③
＋④の合計額です。それぞれの①＋②＋③＋④の合計が賦課限度額を超える場合は賦課限度額が年間の税
額になります。 
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　開
成
町
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
は
、
四
人
に
一
人
と
な
っ
て
お

り
、
特
に
60
歳
以
上
の
加
入
者
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
医
療

の
高
度
化
等
に
よ
り
、
医
療
費
は

急
増
し
て
い
ま
す
。

　町
で
は
、
安
定
し
た
国
保
財
政

運
営
を
図
る
た
め
、
税
率
を
見
直

し
、
平
成
25
年
度
か
ら
国
民
健
康

保
険
税
率
を
改
定
し
ま
す
。
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率
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、
平
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25
年
度
か
ら
国
民
健
康

保
険
税
率
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改
定
し
ま
す
。

　
開
成
町
の
人
口
は
、
1
万
6
千

6
9
2
人（
25
年
1
月
1
日
現
在
）

で
、そ
の
う
ち
国
民
健
康
保
険
（
以

下
、
国
保
）
の
加
入
者
は
４
千
56

人
で
、
割
合
は
、
約
24
・
3
㌫
と

な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
60
歳
以
上

の
加
入
者
が
増
加
し
、
高
齢
化
が

進
ん
で
い
ま
す
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国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
「
国

保
税
と
い
う
）
は
、
必
要
と
さ
れ

る
医
療
費
か
ら
、
医
療
機
関
な
ど

で
支
払
う
一
部
負
担
金
や
、
国
・

県
な
ど
に
よ
る
補
助
金
を
差
し
引

い
た
額
を
国
保
加
入
者
で
負
担
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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皆
さ
ん
は
、
か
か
り
つ
け
医
を

持
っ
て
い
ま
す
か
？
　

　
一
つ
の
症
状
で
い
ろ
い
ろ
な
病

院
に
か
か
る
と
、
病
院
が
変
わ
る

た
び
に
同
じ
検
査
や
薬
を
も
ら
う

よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
人
の
負
担

も
大
き
い
で
す
が
、
医
療
費
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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察
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、
重
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医
療
費
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す
る
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く
な
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、
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の
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活
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術
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よ
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本
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の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
利
用
し
て
み
る
こ
と
も
一
つ
の

方
法
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
と
は
、
製
薬
会
社
が
開
発
し
た

医
薬
品
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
、

別
の
メ
ー
カ
ー
が
同
じ
有
効
成
分

で
作
る
薬
の
こ
と
で
最
初
に
開
発

さ
れ
た
薬
と
同
等
の
有
効
成
分
で
、

同
等
の
効
果
が
あ
り
価
格
が
安
い

こ
と
が
特
徴
で
す
。
皆
さ
ん
も
医

師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　
健
康
を
つ
く
り
守
る
こ
と
は
、

充
実
し
た
人
生
設
計
を
支
え
る
手

段
の
一
つ
で
す
。
自
分
が
健
康
で

い
る
こ
と
は
、
家
族
や
町
に
と
っ

て
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
す
。
今

日
か
ら
あ
な
た
も
、
自
分
の
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
。

す
。

　
本
人
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
利
用
し
て
み
る
こ
と
も
一
つ
の

方
法
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
と
は
、
製
薬
会
社
が
開
発
し
た

医
薬
品
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
、

別
の
メ
ー
カ
ー
が
同
じ
有
効
成
分

で
作
る
薬
の
こ
と
で
最
初
に
開
発

さ
れ
た
薬
と
同
等
の
有
効
成
分
で
、

同
等
の
効
果
が
あ
り
価
格
が
安
い

こ
と
が
特
徴
で
す
。
皆
さ
ん
も
医

師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　
健
康
を
つ
く
り
守
る
こ
と
は
、

充
実
し
た
人
生
設
計
を
支
え
る
手

段
の
一
つ
で
す
。
自
分
が
健
康
で

い
る
こ
と
は
、
家
族
や
町
に
と
っ

て
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
す
。
今

日
か
ら
あ
な
た
も
、
自
分
の
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
。

図2図 2

表表 図 1図 1

9千万円
8千万円
7千万円
6千万円
5千万円
4千万円
3千万円
2千万円
1千万円

0

平成20年度 平成21年度

開成町の高額療養費の推移
（一般被保険者分）

（一般被保険者分）

平成22年度 平成23年度

6,698万5千円6,698万5千円 6,879万2千円6,879万2千円
7,227万4千円7,227万4千円

8,386万7千円8,386万7千円

8億5千万円

8億円

7億5千万円

6億5千万円

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

開成町の療養給付費の推移

7億2,224万7千円7億2,224万7千円

7億5,913万4千円7億5,913万4千円

7億9,263万7千円7億9,263万7千円

8億4,737万9千円8億4,737万9千円

7億円

　
加
入
者
一
人
当
り
の
補
て
ん
金

額
は
2
万
3
千
69
円
と
な
っ
て
お

り
、
神
奈
川
県
の
平
均
値
1
万
6

千
7
1
1
円
を
大
き
く
上
回
り
、

近
隣
の
市
町
村
の
中
で
も
最
も
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
景
気
の
低
迷
が
続
き
、
国
保
加

入
者
の
所
得
の
上
昇
が
な
か
な
か

望
め
ず
国
保
税
の
収
入
も
増
加
し

な
い
状
況
の
中
、
医
療
費
は
年
々

増
え
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

国
保
会
計
は
、
極
め
て
厳
し
い
財

政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
加
入
者
一
人
当
り
の
補
て
ん
金

額
は
2
万
3
千
69
円
と
な
っ
て
お

り
、
神
奈
川
県
の
平
均
値
1
万
6

千
7
1
1
円
を
大
き
く
上
回
り
、

近
隣
の
市
町
村
の
中
で
も
最
も
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
景
気
の
低
迷
が
続
き
、
国
保
加

入
者
の
所
得
の
上
昇
が
な
か
な
か

望
め
ず
国
保
税
の
収
入
も
増
加
し

な
い
状
況
の
中
、
医
療
費
は
年
々

増
え
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

国
保
会
計
は
、
極
め
て
厳
し
い
財

政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。


